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規 則

�愛媛県規則第４０号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

毎週（火・金）曜日発行 第３７１号 令和４年１２月２７日

令和４年１２月２７日火曜日 第３７１号
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附 則

この規則は、令和５年１月１日から施行する。

�愛媛県規則第４１号
愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成１５年愛媛県規則第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第４２号
建設業者許可申請等手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

建設業者許可申請等手続規則の一部を改正する規則

建設業者許可申請等手続規則（昭和４７年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

区分 種別 細 別 単位 金額 備考 区分 種別 細 別 単位 金額 備考

省略 省略

食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～６６ 省略 食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～６６ 省略

６７ 溶液安定性評価装置 １時間 １，８７０円

省略 省略

注 省略

手 数 料 省略

注 省略

手 数 料 省略

改 正 後 改 正 前

（貸付限度額並びに償還の期間及び方法）

第２条 省略

２ 貸付金の償還期間及び据置期間は、次の表のとおりとする。

（貸付限度額並びに償還の期間及び方法）

第２条 省略

２ 貸付金の償還期間及び据置期間は、次の表のとおりとする。

貸付金の区分 償還期間 据置期間 貸付金の区分 償還期間 据置期間

１～１０ 省略 １～１０ 省略

１１ 環境と調和のとれた食料システム

の確立のための環境負荷低減事業活

動の促進等に関する法律（令和４年

法律第３７号）第２４条第２項に規定す

る資金

１２年以内 ３年以内

１２ 省略 １１ 省略

３・４ 省略 ３・４ 省略

改 正 後 改 正 前

（提出すべき書類の部数）

第２条 省令第６条第２号（省令第１１条、第１３条第１項、第１３条の

２第１０項及び第１３条の３第８項において準用する場合を含む。）

（提出すべき書類の部数）

第２条 省令第６条第２号（省令第１１条、第１３条第１項、第１３条の

２第１０項及び第１３条の３第８項において準用する場合を含む。）



愛 媛 県 報令和４年１２月２７日 第３７１号

１０３２

告 示

�愛媛県告示第１３２６号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

四国中央市三島紙屋町字出湧６１９番１、６２８番、６３３番２、６３４番、

６３７番１及び６３７番２

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

�������
�愛媛県告示第１３２７号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市菊本町二丁目甲８１４番８及び甲８１４番１３

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第１３２８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市惣開町乙１番２３の一部及び乙１番２７の一部（次の図の

とおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３２９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市旦之上甲１４４３番１

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

�������
�愛媛県告示第１３３０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市丹原町田野上方２１３１番１、２１３１番６及び２１３１番７

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

�������
�愛媛県告示第１３３１号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

伊予郡砥部町川井５４９番２、５５４番１、５５５番１、５５７番１、５５８

番１、５５９番１、５５９番３、５６０番２、５６１番２、５６２番、５６２番２、

５６３番１、５６４番２及び５６６番４

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

�������
�愛媛県告示第１３３２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

東温市山之内字古屋敷乙６５７番５

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

附 則

この規則は、令和５年１月１日から施行する。

に規定する知事の定める数は、正本１通及び副本１通とする。た

だし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法により提出する場合は、この限り

でない。

に規定する知事の定める数は、正本１通及び副本１通とする。
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�愛媛県告示第１３３３号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

伊予郡砥部町大角蔵５５３番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

�������
�愛媛県告示第１３３４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

喜多郡内子町五百木１６２８番２の一部、１６２９番の一部、１６３０番の

一部、１６３１番、１６３２番２の一部、１６３９番の一部、１６４０番の一部、

１６４１番の一部、１６５５番の一部、１６５６番の一部及び１６５７番の一部

（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県八幡浜保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３３５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

南宇和郡愛南町下�家８５９番１、８６０番、８６１番及び８６２番
２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第１３３６号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

南宇和郡愛南町増田４１３６番１の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３３７号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

南宇和郡愛南町増田４１６３番１の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３３８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

宇和島市伊吹町字四郎ヶ谷甲１４６５番、乙３６８番１、乙３６９番、乙

３７０番、乙３７１番、乙３７２番１、乙３７２番２及び乙３８１番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第１３３９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

南宇和郡愛南町緑甲１１７７番、甲１１７８番、甲１１７９番、甲１１８０番、

甲１１８１番、甲１１８６番、甲１１８７番、甲１１８８番及び甲１１８９番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第３号ロ

�������
�愛媛県告示第１３４０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

南宇和郡愛南町御荘和口９１７番１の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１３４１号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

南宇和郡愛南町増田４１１３番１

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

�愛媛県告示第１３４２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

南宇和郡愛南町増田３４９２番及び３４９３番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

�������
�愛媛県告示第１３４４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１４条第９項の規定に基づき、

愛媛県資源管理方針（令和３年６月愛媛県告示第８９１号）を次のと

おり変更した。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 資源管理に関する基本的な事項

� 本県の水産業の状況

本県の水産業は、平成３０年には生産量で１３７，６６３トン、生産

額は８８７億円に上り、全国でも上位に位置している。また、同

年における漁業経営体数は３，４４４経営体であり、水産業は、多

くの沿岸地域において中核的な産業となっている。このように

水産業は、本県の均衡ある発展のためにも極めて重要な産業で

あり、今後とも水産業の振興を図っていくためには、水産資源

を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。

� 本県の責務

本県は、漁業法（以下「法」という。）第６条の規定に基づ

き、国とともに資源管理を適切に実施する責務を有する。この

ため、国と協力しつつ、本県の管轄する水面の資源調査、資源

評価及び資源管理を行うとともに、法第１０条第１項の規定に基

�愛媛県告示第１３４３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ宇和島南店 宇和島市中沢町二丁
目１番３４号 外 荷さばき施設の位置及び面積 １箇所

１２０平方メートル
２箇所
１３５平方メートル

令和５年
８月１３日

令和４年
１２月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前７時から午後１１
時まで

午前９時から午後１１
時まで

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前６時３０分から午
後１１時３０分まで

午前８時４５分から午
後１１時３０分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０
時まで

荷さばき施設１
午前６時から午後１０
時まで
荷さばき施設２
午前６時から午前８
時４５分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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づき、必要と認めるときは、農林水産大臣に対し、資源評価が

行われていない水産資源について資源評価を要請するものとす

る。

２ 特定水産資源ごとの知事管理区分

知事管理区分は、特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、

知事が設定する管理区分であり、管理区分ごとに少なくとも以下

の事項を定めるものとする。

� 水域

� 対象とする漁業

� 漁獲可能期間

３ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

� 漁獲可能量

漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基

礎とし、当該特定水産資源を漁獲対象とする漁業の実態その他

の事情を勘案して、特定水産資源ごとに定めることとする。

� 留保枠の設定

年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等に対応す

るため、特定水産資源ごとに漁獲可能量に留保枠を設けること

ができることとする。

� 数量の融通

年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生

じる、それぞれの知事管理区分に配分した数量の過不足が、漁

業者及び関連業者に与える影響を緩和するため、�及び�の規
定に基づく配分後の関係団体による要望及び知事管理区分ごと

の知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間

における数量の融通を可能な範囲で行い、それぞれの知事管理

区分に配分することで、当該影響の緩和に努めるものとする。

４ 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法

知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる

管理を基本とする。それ以外の知事管理区分については、漁獲量

の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄積、漁獲量等の報告体制

の整備等が整ったものから、順次、漁獲割当てによる管理に移行

するものとする。

５ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

� 特定水産資源

特定水産資源については、資源管理基本方針（令和２年１０月

農林水産省告示第１９８２号）に即して、当該特定水産資源ごとの

資源管理の目標の達成に効果があると認める場合には、小型魚

の漁獲を避けるための網目等の漁具の制限等、漁獲可能量によ

る管理以外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み

合わせて資源管理を行うものとする。

また、当該特定水産資源の採捕をする者による法第１２４条第

１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、

当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定

期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の知事への

報告が行われるよう指導を行うものとする。

� 特定水産資源以外の水産資源

特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針

に即して、当該水産資源ごとの資源管理の目標の達成に向け、

最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管

理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法によ

る管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。

法第１１条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって

必要な資源評価が行われていない場合には、当該資源評価が行

われるまでの間は、利用可能な最新の科学的知見を用いて資源

管理の方向性を設定することとする。

また、当該特定水産資源以外の水産資源の採捕をする者によ

る法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公

表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協

定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれら

の結果の知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。

６ その他資源管理に関する重要事項

� 漁獲量等の情報の収集

ア 漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が

資源に与える影響等を把握するために有益であり、資源評価

の精度を上げるために重要である。また、資源管理措置の遵

守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも重

要である。

イ 漁獲量等の情報は、法第２６条第１項又は第３０条第１項の規

定による漁獲可能量による管理として行うもののほか、知事

許可漁業の許可を受けた者による資源管理の状況等の報告

（法第５８条において準用する法第５２条第１項）、漁業権者に

よる資源管理の状況等の報告（法第９０条第１項）においても

報告が義務付けられている。これらの報告により収集した情

報を農林水産大臣へ報告し、農林水産大臣及び知事が相互に

漁獲量等の情報を共有することにより、適切な資源管理に向

けてこれらの情報を活用していくこととする。

ウ また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性

を踏まえて、より迅速かつ効率的に情報を収集することがで

きるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業協同組合、市場等

から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの構

築を進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じ

て編集・処理することで、適切な資源管理に向けてこれらの

情報の活用が図られるようにする。

� 資源管理の進め方

新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者

の理解と協力を得た上で、着実に実行していくものとする。

� 遊漁者に対する指導

遊漁者に対し、資源管理基本方針及び愛媛県資源管理方針に

基づく資源管理の実施について協力するよう指導するものとす

る。

� その他

資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われ

ていない水産資源については、当該目標が定められるまでの間

は、利用可能な最新の科学的知見を用いて、漁獲努力量等のデ

ータを収集して検証を行い、必要に応じ現行の資源管理の取組

内容の改善を図る。

また、海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を

取り巻く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を

蓄積するため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心

とし、国及び関係都道府県との連携の下、資源管理体制の充実

強化を図る。

７ 愛媛県資源管理方針の検討

法第１４条第８項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の

科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、おおむね５年

ごとに、この資源管理方針についての検討を行うとともに、この
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資源管理方針に記載されている個別の水産資源についても、少な

くとも５年ごとに見直しを行うものとする。

８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理の方針

特定水産資源についての具体的な資源管理の方針は、「別紙１

の１まいわし太平洋系群」から「別紙１の６まさば及びごまさば

太平洋系群」までに、特定水産資源以外の水産資源（法第１１条第

２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価

が行われていないものを除く。）についての具体的な資源管理の

方針は、「別紙２の１かつお（中西部太平洋条約海域）」に、法

第１１条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な

資源評価が行われていない水産資源の資源管理の方向性は「別紙

３の１かたくちいわし瀬戸内海系群」から「別紙３の１０いせえび」

までに、それぞれ定めるものとする。

別紙１の１

１ 特定水産資源

まいわし太平洋系群

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県まいわし漁業とする。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

イの対象とする漁業が、まいわしの採捕を行う水域

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地

（以下「住所等」という。）がある者がまいわしを採捕する

漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に

漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、

陸揚げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

全量を当該知事管理区分に配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

当該知事管理区分においては、漁獲可能量による管理以外の手

法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。こ

の場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左

欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻）

いわし、あじ、さばまき網
漁業等 １０，０８６

５ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙１の２

１ 特定水産資源

まあじ

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県まあじ漁業とする。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

イの対象とする漁業が、まあじの採捕を行う水域

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がまあじを採捕する漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に

漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、

陸揚げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

全量を当該知事管理区分に配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

当該知事管理区分においては、漁獲可能量による管理以外の手

法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。こ

の場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左

欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻）

いわし、あじ、さばまき網
漁業等 １０，０８６

５ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙１の３

１ 特定水産資源

くろまぐろ（小型魚）

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（４月から

６月まで）、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（７月から９月ま

で）、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１０月から１２月まで）、

愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１月から３月まで）とする。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（４月から６月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域（漁業の許可及び取締り等に関す

る省令（昭和３８年農林省令第５号）第１条第１項第１号に

掲げる海域をいう。以下この別紙において同じ。）

� 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がくろまぐろ（小型魚）を採捕

する漁業（以下「くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業」

という。）

� 漁獲可能期間

４月１日から同年６月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の

管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該知事管理区分

における漁獲可能期間の末日までは、陸揚げした日から３

日以内とする（ただし、漁獲可能量の追加配分等により当

該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超え

るおそれがなくなったと認めるときは、この限りではな
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い。）。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（７月から９月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域

� 対象とする漁業

くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業

� 漁獲可能期間

７月１日から同年９月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の

管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該知事管理区分

における漁獲可能期間の末日までは、陸揚げした日から３

日以内とする（ただし、漁獲可能量の追加配分等により当

該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超え

るおそれがなくなったと認めるときは、この限りではな

い。）。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１０月から１２月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域

� 対象とする漁業

くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業

� 漁獲可能期間

１０月１日から同年１２月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の

管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該知事管理区分

における漁獲可能期間の末日までは、陸揚げした日から３

日以内とする（ただし、漁獲可能量の追加配分等により当

該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超え

るおそれがなくなったと認めるときは、この限りではな

い。）。

� 愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１月から３月まで）

ア 当該知事管理区分を構成する事項

� 水域

中西部太平洋条約海域

� 対象とする漁業

くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業

� 漁獲可能期間

１月１日から同年３月末日まで

イ 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の

管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚

げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

� 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規

定による公表を行った場合にあっては、当該知事管理区分

における漁獲可能期間の末日までは、陸揚げした日から３

日以内とする（ただし、漁獲可能量の追加配分等により当

該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超え

るおそれがなくなったと認めるときは、この限りではな

い。）。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

� 当初配分

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、原則として本県に配

分された漁獲可能量のうち、おおむね９割を直近３年間の漁獲

実績に応じてそれぞれの知事管理区分に配分し、おおむね１割

を本県の留保枠とする。ただし、それぞれの知事管理区分への

最低配分量は１トンとするとともに、国の留保からの配分、繰

越分の追加配分及び年によって異なる漁場形成の変動等を十分

に勘案して配分するものとする。

� 漁獲可能量の変更

農林水産大臣が本県の漁獲可能量を追加した場合において、

融通により本県の漁獲可能量が増加した場合は、当該追加を行

う時点が属する知事管理区分に当該追加分数量を配分すること

とし、融通以外により本県の漁獲可能量が増加した場合は、当

該追加分数量を本県の留保枠とする。また、農林水産大臣が本

県の漁獲可能量を削減した場合は、本県の留保枠から減じるこ

ととする。ただし、都道府県別漁獲可能量の削減量が本県の留

保枠より多い場合は、その差分を当該削減を行う時点が属する

知事管理区分から最低配分量の１トンを残して減じることとす

る。それでもなお本県留保枠及び知事管理漁獲可能量の削減量

の合計が都道府県別漁獲可能量の削減量に満たない場合には、

当該知事管理区分以降の知事管理区分について、漁獲可能期間

の近い管理区分から順に同様の方法で漁獲可能量を削減するこ

ととする。

� 留保枠からの配分

本県の留保枠については、愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業

（１０月から１２月まで）の漁獲実績が確定した後、原則として本

県の当初配分のおおむね１割を残して愛媛県くろまぐろ（小型

魚）漁業（翌年１月から３月まで）に配分することとする。

ただし、知事管理区分における漁獲量が当該知事管理漁獲可

能量を超えており又は超えるおそれがあると知事が認めた場合

は、当該特定水産資源の来遊状況等を踏まえ、本県の当初配分

のおおむね１割を残し、必要とする漁獲可能量を当該知事管理

区分に配分するものとする。

� 漁獲可能量の繰越

知事管理区分における漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超

えなかった場合は、その差分を翌知事管理区分の漁獲可能量に

加え、超えた場合は、その差分を翌知事管理区分の漁獲可能量

から減じることとする。それでもなお当該知事管理区分におけ

る知事管理漁獲可能量の削減量が前管理区分の超過分に満たな

い場合には、当該知事管理区分以降の知事管理区分について、

漁獲可能期間の近い管理区分から順に同様の方法で漁獲可能量

を減じることとする。ただし、前管理区分の超過分を減じた結

果、当該知事管理漁獲可能量が１トンを下回る場合は、不足す

る量を留保枠から配分する。
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４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

該当なし。

５ その他資源管理に関する重要事項

知事管理区分の漁獲量の公表に関し、法第３１条に定める場合に

該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁獲量がその知

事管理漁獲可能量の７割を超えるときを基準として、漁獲量の推

移に応じて判断する。

別紙１の４

１ 特定水産資源

くろまぐろ（大型魚）

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県くろまぐろ（大型魚）漁業とする。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

中西部太平洋条約海域（漁業の許可及び取締り等に関する

省令（昭和３８年農林水産省令第５号）第１条第１項第１号に

掲げる海域をいう。以下この別紙において同じ。）

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がくろまぐろ（大型魚）を採捕す

る漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管

理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、次のとおりとする。

ア 漁獲可能量の超過のおそれがない場合にあっては、陸揚げ

した日からその属する月の翌月の１０日までとする。

イ 漁獲可能量の超過のおそれがあり、知事が法第３１条の規定

による公表を行った場合にあっては、当該知事管理区分にお

ける漁獲可能期間の末日までは、陸揚げした日から３日以内

とする（ただし、漁獲可能量の追加配分等により当該知事管

理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれが

なくなったと認めるときは、この限りではない。）。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

� 当初配分

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配分された漁

獲可能量のおおむね９割とし、おおむね１割を留保枠とする。

なお、留保枠が１トン未満であるときは１トンとし、知事管理

区分への配分は、本県に配分された漁獲可能量から１トンを差

し引いた数量とする。

� 漁獲可能量の変更

農林水産大臣が本県の都道府県別漁獲可能量を変更した場合

には、当該変更数量の全量を本県の知事管理漁獲可能量から加

減することとする。ただし、都道府県別漁獲可能量の削減量が

本県の知事管理漁獲可能量より多い場合は、その差分を留保枠

から減じることとする。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

該当なし。

５ その他資源管理に関する重要事項

知事管理区分の漁獲量の公表に関し、法第３１条に定める場合に

該当するか否かについては、当該知事管理区分の漁獲量がその知

事管理漁獲可能量の７割を超えるときを基準として、漁獲量の推

移に応じて判断する。

別紙１の５

１ 特定水産資源

するめいか

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県するめいか漁業とする。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

イの対象とする漁業が、するめいかの採捕を行う水域

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がするめいかを採捕する漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に

漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、

陸揚げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

全量を当該知事管理区分に配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

当該知事管理区分においては、漁獲可能量による管理以外の手

法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。こ

の場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左

欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻）

小型機船底びき網漁業等 １０，０８６

５ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙１の６

１ 特定水産資源

まさば及びごまさば太平洋系群

２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

知事管理区分は、愛媛県まさば及びごまさば漁業とする。

� 当該知事管理区分を構成する事項

ア 水域

イの対象とする漁業が、まさば及びごまさば太平洋系群の

採捕を行う水域

イ 対象とする漁業

愛媛県に住所等がある者がまさば及びごまさば太平洋系群

を採捕する漁業

ウ 漁獲可能期間

周年

� 漁獲量の管理の手法等

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に

漁獲量を増加させない管理とし、漁獲量等に係る報告の期限は、

陸揚げした日からその属する月の翌月の１０日までとする。

３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準

全量を当該知事管理区分に配分する。

４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

当該知事管理区分においては、漁獲可能量による管理以外の手

法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。こ
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の場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左

欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻）

いわし、あじ、さばまき網
漁業等 １０，０８６

５ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙２の１

１ 水産資源

かつお（中西部太平洋条約海域）

２ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

３ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の１

１ 水産資源

かたくちいわし瀬戸内海系群

２ 資源管理の方向性

国が行う資源評価における親魚資源量を令和１２年度末までに、

提案された目標管理基準値案に回復させることを目指す。なお、

この資源管理の方向性は、国が行う資源評価を踏まえ、資源管理

基本方針の別紙に資源管理の目標が定められるまでの間に用いる

こととする。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の２

１ 水産資源

ひらめ瀬戸内海系群

２ 資源管理の方向性

国が行う資源評価における親魚資源量を令和１２年度末までに、

提案された目標管理基準値案に回復させることを目指す。なお、

この資源管理の方向性は、国が行う資源評価を踏まえ、資源管理

基本方針の別紙に資源管理の目標が定められるまでの間に用いる

こととする。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の３

１ 水産資源

たちうお（太平洋中部及び南部海域のうち豊後水道東部）

２ 資源管理の方向性

「海面漁業生産統計調査」において判断される資源水準を、令

和１２年度末までに中位以上に回復させることを目指す。なお、国

が行う資源評価により、海域全体の資源状態等が公表された場合

には、その資源評価結果に基づく指標等を資源管理の方向性とす

る。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の４

１ 水産資源

まだい瀬戸内海中・西部系群

２ 資源管理の方向性

国が行う資源評価における親魚資源量を令和１２年度末までに、

提案された目標管理基準値案に回復させることを目指す。なお、

この資源管理の方向性は、国が行う資源評価を踏まえ、資源管理

基本方針の別紙に資源管理の目標が定められるまでの間に用いる

こととする。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の５

１ 水産資源

ぶり

２ 資源管理の方向性

国が行う資源評価における親魚資源量を令和１２年度末までに、

提案された目標管理基準値案に回復させることを目指す。なお、

この資源管理の方向性は、国が行う資源評価を踏まえ、資源管理

基本方針の別紙に資源管理の目標が定められるまでの間に用いる
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こととする。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の６

１ 水産資源

さわら瀬戸内海系群

２ 資源管理の方向性

国が行う資源評価における親魚資源量を令和１２年度末までに、

提案された目標管理基準値案に回復させることを目指す。なお、

この資源管理の方向性は、国が行う資源評価を踏まえ、資源管理

基本方針の別紙に資源管理の目標が定められるまでの間に用いる

こととする。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の７

１ 水産資源

たこ

２ 資源管理の方向性

「海面漁業生産統計調査」において判断される資源水準を、令

和１２年度末までに中位以上に回復させることを目指す。なお、国

が行う資源評価により、海域全体の資源状態等が公表された場合

には、その資源評価結果に基づく指標等を資源管理の方向性とす

る。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の８

１ 水産資源

あわび

２ 資源管理の方向性

「海面漁業生産統計調査」において判断される資源水準を、令

和１２年度末までに中位以上に回復させることを目指す。なお、国

が行う資源評価により、海域全体の資源状態等が公表された場合

には、その資源評価結果に基づく指標等を資源管理の方向性とす

る。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の９

１ 水産資源

とらふぐ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群

２ 資源管理の方向性

国が行う資源評価における親魚資源量を令和１２年度末までに、

提案された目標管理基準値案に回復させることを目指す。なお、

この資源管理の方向性は、国が行う資源評価を踏まえ、資源管理

基本方針の別紙に資源管理の目標が定められるまでの間に用いる

こととする。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。

別紙３の１０

１ 水産資源

いせえび

２ 資源管理の方向性

「海面漁業生産統計調査」において判断される資源水準を、令

和１２年度末までに中位以上に回復させることを目指す。なお、国

が行う資源評価により、海域全体の資源状態等が公表された場合

には、その資源評価結果に基づく指標等を資源管理の方向性とす

る。

３ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

愛媛県漁業調整規則を遵守するとともに、当該水産資源の採捕

をする者による法第１２４条第１項の協定の締結を促進し、認定し

た協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによ

る当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良を促進

する。

また、当該協定に基づき、報告される情報を活用して、資源評

価が行えるように努めることとする。

４ その他資源管理に関する重要事項

該当なし。
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�愛媛県告示第１３４５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まいわし太平洋系群に関する令和５管理年度（令和５年１月１日か

ら１２月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次

のように定めた。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３４６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まあじに関する令和５管理年度（令和５年１月１日から１２月３１日ま

での期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次のように定め

た。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３４８号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、東予港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３４９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３４７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県まいわし漁業 現 行 水 準

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県まあじ漁業 現 行 水 準

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社エフレジ 大阪府大阪市北区大深町４番２０号グ
ランフロント大阪タワーＡ

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県
条例第３号）別表５の表１の項、２
の項、６の項及び６の２の項に掲げ
る手数料

令和５年１月１日から

令和５年３月３１日まで
令和４年１１月１日

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

航 路 西条市今在家地先
面積 ６３．５ヘクタール

水深 －７．５メートル

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

白井谷
川－１
４８１－
６００１

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

白井谷
川－２
４８１－
６００２

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

白井谷
川－３
４８１－
６００３

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

白井谷
川－４
４８１－
６００４

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

白井谷
川－５
４８１－
６００５

宇和島
市吉田
町立間
（次の
図のと
おり）

土石流

西ガ谷
川－１
４８１－
６００６

宇和島
市吉田
町玉津
（次の
図のと
おり）

土石流

西ガ谷
川－２
４８１－
６００７

宇和島
市吉田
町玉津
（次の
図のと
おり）

土石流

浅川２
号谷
４８１－
６００８

宇和島
市吉田
町浅川
（次の
図のと
おり）

土石流

南君川
４８１－
６００９

宇和島
市吉田
町南君
（次の
図のと
おり）

土石流

中番所
上川
４８１－
６０１２

宇和島
市吉田
町北小
路
（次の
図のと
おり）

土石流
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３５０号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

西予土木事務所及び西予市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３５１号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３５２号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び鬼北町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３５３号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第８項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の

指定を解除する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

境谷川
�
２０８－
７８－２０
２ｂ

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

土石流

丸穂南
２０３－
Ｊ－２０
０１

宇和島
市丸穂
（次の
図のと
おり）

地滑り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

中ノ浦
４４５－
Ⅰ－１７
７０�

西予市
三瓶町
有網代
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中ノ浦
４４５－
Ⅰ－１７
７０�

西予市
三瓶町
有網代
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下ノ谷
Ａ
４６１－
Ⅰ－２７
４１�

西予市
明浜町
俵津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下ノ谷
Ａ
４６１－
Ⅰ－２７
４１�

西予市
明浜町
俵津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三十峯
川
４４５－
１３２７

西予市
三瓶町
朝立
（次の
図のと
おり）

土石流 三十峯
川
４４５－
１３２７

西予市
三瓶町
朝立
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

柿原Ｅ
２０３－
Ⅰ－６０
０１�

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

柿原Ｅ
２０３－
Ⅰ－６０
０１�

宇和島
市柿原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

御殿内
�
４８１－
Ⅰ－６０
０１�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

御殿内
�
４８１－
Ⅰ－６０
０１�

宇和島
市吉田
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

境谷川
２０８－
７８－２０
２ａ

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

土石流 境谷川
２０８－
７８－２０
２ａ

宇和島
市津島
町御内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

清水下
組
４８３－
Ⅰ－６０
０１�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

清水下
組
４８３－
Ⅰ－６０
０１�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

�保
４８３－
Ⅰ－６０
０２�

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

�保
４８３－
Ⅰ－６０
０２�

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

清延
４８３－
Ⅰ－６０
０３�

北宇和
郡鬼北
町大字
清延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

清延
４８３－
Ⅰ－６０
０３�

北宇和
郡鬼北
町大字
清延
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

西予土木事務所及び西予市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３５４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和４年９月７日から

令和５年１月２０日まで

３ 作業地域 愛媛県新居浜市船木 地内

�������
�愛媛県告示第１３５５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和４年８月２７日から

令和５年２月２８日まで

３ 作業地域 愛媛県宇和島市津島町、愛媛県西予市宇和町

�������
�愛媛県告示第１３５６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和４年１２月２７日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社

茨城県ひたちなか市堀口７５１

代表取締役社長 小澤 英彦

２ 事業場の名称及び所在地

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社

西条工場

西条市ひうち８－６

３ 特定施設に関する事項

� Ａ－１２４

� Ａ－１２５

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

中ノ浦
４４５－
Ⅰ－１７
７０�

西予市
三瓶町
有網代
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中ノ浦
４４５－
Ⅰ－１７
７０�

西予市
三瓶町
有網代
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下ノ谷
Ａ
４６１－
Ⅰ－２７
４１�

西予市
明浜町
俵津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下ノ谷
Ａ
４６１－
Ⅰ－２７
４１�

西予市
明浜町
俵津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三十峯
川
４４５－
１３２７

西予市
三瓶町
朝立
（次の
図のと
おり）

土石流 三十峯
川
４４５－
１３２７

西予市
三瓶町
朝立
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 シリコンウエハー１時間当たり２４枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６５号 酸又はアルカリによる表面処
理施設

特 定 施 設 の 能 力 シリコンウエハー１時間当たり２４枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ２５
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� Ａ－１２６

� Ａ－１２７

� Ａ－１２８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 シリコンウエハー１時間当たり７４枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 シリコンウエハー１時間当たり１００枚処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．１１

最大 ０．２２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０５

最大 ０．１０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０３

最大 ４．０６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ３５

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ３５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 シリコンウエハー１時間当たり７５枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８．５

最大 ３７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ３５
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� Ｅ－８９

� Ｅ－９０

� Ｅ－９１

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．７

最大 ５．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 １０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号 ホ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり０．２立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号 ホ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり０．０６立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．７

最大 ５．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２．０

最大 ２４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ３５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号 ホ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり０．２立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１ヶ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．７

最大 ５．７
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 弗素含有廃水処理施設

� 酸アルカリ廃水中和処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１工場排水口

�������
�愛媛県告示第１３５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 １０

設 置 年 月 日 昭和５８年９月３０日

処理施設の種類及び型式 弗素含有廃水処理施設

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート、ＦＲＰ、ＳＳ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１５，５５０ミリメートル
横２０，２５０ミリメートル
高さ４，８００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり７２立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １．０～３．０

最大 １．０～３．０

通常 ８．０～１０．０

最大 ８．０～１０．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８．２

最大 ９．５

通常 ８．１

最大 ９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 １５

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 ３０

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ２７８

通常 ４．５１

最大 ７．４５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６３０

最大 １，６８０

通常 １，６３０

最大 １，６８０

設 置 年 月 日 昭和５８年９月３０日

処理施設の種類及び型式 酸アルカリ廃水中和処理施設

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート、エポキシ樹脂

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦６，０５０ミリメートル
横１８，９５０ミリメートル
高さ４，８００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり３００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～１０．０

最大 ３．０～１０．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．９１

最大 ９．３６

通常 ７．９１

最大 ９．３６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３．９

最大 ３８．８

通常 ２３．９

最大 ３８．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ５２．８

通常 ２８．７

最大 ５２．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３５

最大 ７．９６

通常 １．３５

最大 ７．９６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，０８０

最大 ６，７８０

通常 ６，０８０

最大 ６，７８０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．５

最大 ７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４．５

最大 ４０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．３

最大 ４０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．９９

最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，２９５

最大 ９，０００

備考 この他に、雨水専用排水口が５箇所ある。



愛 媛 県 報令和４年１２月２７日 第３７１号

１０４７

��������������

��������������

��������������

西条市東予土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があ

った。

令和４年１２月２７日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

�������
�愛媛県告示第１３５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市新須賀土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

令和４年１２月２７日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

退 任

�愛媛県告示第１３５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第１３６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３６１号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 岡 芳 秀 西条市周布１８１５番地

〃 西 山 � 智 西条市北条２４３番地

〃 今 井 敬 三 西条市玉之江２９３番地

〃 矢 野 要 西条市壬生川８４８番地１

〃 一 色 和 成 西条市三津屋３７０番地

〃 � 瀬 豊 明 西条市壬生川５５４番地３

〃 一 色 賢 二 西条市円海寺２８６番地１

〃 一 色 雅 典 西条市明理川１８２番地

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 長 井 昭 次 西条市黒谷甲４５１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 村 順 治 新居浜市田所町２－３４

〃 丹 幸 太 西条市河原津新田甲１２１番地１０

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 山 田 好 一 西条市広岡５６４番地

監 事 一 色 司 西条市吉田３４７番地１３

〃 � 橋 建 悟 西条市北条１３５８番地２

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第３８号

令和４年１２月１９日
伊予郡砥部町重光３８４番１、３８４番３

伊予郡砥部町原町４番地

タイガーズマンション麻生３０３号

二 宮 政 人

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町小島甲９０５番地先から

同町小島甲１２２１番１地先まで
旧 ４．１～１０．０ ０．１６１

西宇和郡伊方町小島甲９０４番１から

同町小島甲１２２１番１地先まで
新 ６．８～１８．０ ０．１６１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市明浜町宮野浦乙４８８番３から

同町宮野浦乙４８８番４まで
旧 ６．７～１７．４ ０．０３７

西予市明浜町宮野浦乙４８８番３から

同町宮野浦乙４８６番２まで
新 ６．７～２９．２ ０．０３７
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訓 令

�愛媛県告示第１３６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１８号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町宮野浦乙４８８番３から

同町宮野浦乙４８６番２まで
令和４年１２月２７日

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

危

機

管

理

課

１～４

省略

防

災

危

機

管

理

課

１～４

省略

５ 重要

施設周

辺及び

国境離

島等に

おける

土地等

の利用

状況の

１ 注視区域又は特別注視区域の

指定に係る意見の具申

○

２ 利用者等関係情報の提供（第

７条第１項、第１３条第５項）

○

３ 内閣総理大臣に対する協力

（第２２条）

○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第１９号
地 方 局

地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領の一部を改正する訓令

地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領（昭和３０年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

調査及

び利用

の規制

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務（他

の主管

に属す

るもの

を 除

く。）

改 正 後 改 正 前

（手数料の収納）

第２条 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第５条（法第１７条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、知事に対する許可の申請（許可の更新の申請を含む。以下同

じ。）があつた場合は、許可申請書又は許可更新申請書（以下

「許可申請書等」という。）の正本に所定の収入証紙を貼付させ

なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定に

より同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた申請に

ついては、この限りでない。

（収入証紙貼付済証印）

第３条 前条本文の規定により収入証紙の貼付があつたときは、愛

媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）第４条に掲

げる手続を行わなければならない。

（申請の却下）

第５条 前条の規定により補正を命じても、申請者が、なおその欠

陥を補正しないとき、又は所定の収入証紙の貼付その他の適切な

方法により手数料を納付しないときは、申請を却下するものとす

る。

２ 省略

（申請書の保管）

第１０条 第２条本文の規定により収入証紙を貼付した申請書は、地

方局長が保管しなければならない。

（手数料の収納）

第２条 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第５条（法第１７条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、知事に対する許可の申請（許可の更新の申請を含む。以下同

じ。）があつた場合は、許可申請書又は許可更新申請書（以下

「許可申請書等」という。）の正本に所定の収入証紙を貼付させ

なければならない。

（収入証紙貼付済証印）

第３条 前条 の規定により収入証紙の貼付があつたときは、愛

媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）第４条に掲

げる手続を行わなければならない。

（申請の却下）

第５条 前条の規定により補正を命じても、申請者が、なおその欠

陥を補正しないとき、又は所定の収入証紙を貼付しない

ときは、申請を却下するものとす

る。

２ 省略

（申請書の保管）

第１０条 第２条 の規定により収入証紙を貼付した申請書は、地

方局長が保管しなければならない。
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年１２月２７日

愛媛県立中央病院長

菅 政 治

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処理業務委託（処分）

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処理業務委託（処分）：約４，８００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の業務の実績を有し、委託業務について、

適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明し

た者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 電子マニフェスト（ＪＷＮＥＴ）を導入していること。（導

入予定含む）

� 「特定調達参加希望」の登録をしている業者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務医事課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ６５２３

� 入札書の受領期限

令和５年２月２２日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付期間

令和４年１２月２７日（火）から令和５年１月３０日（月）まで

の執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

午前８時３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和５年２月２２日（水）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 新職員宿舎会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た業務を履行できることを証明する書類を、令和５年１月３０

日（月）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

附 則

この訓令は、令和５年１月１日から施行する。

別記様式（第８条関係） 副申書

省略

土木事務所長

省略

別記様式（第８条関係） 副申書

省略

土木事務所長 �

省略

省略 省略

注 省略 注 省略
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基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Disposal

of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central Hospital，

approximately４，８００，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２２ February２０２３

� For further information，please contact： Accounting

Section，General and Medical Affairs Division，Secretariat，

Ehime Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，

Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext６５２３

令和４年１２月２７日 発行


